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令和 1 年 5 月 15 日  

 

長崎三菱信用組合  

 

 

 

金融円滑化の取り組み状況について  

 

 

 長崎三菱信用組合（理事長：新屋貴憲）は、経営理念の１つに『豊かな地域

づくりに貢献』することを掲げております。  

 平成 25 年 3 月 31 日を以って「中小企業金融円滑化法」は終了しましたが、

当組合では法終了後もこれまでと同様に金融の円滑化に積極的に取り組んで

おり、事業資金をご利用のお客さま及び住宅ローンをご利用のお客さまからの

条件の変更等に関するご相談についても、真摯に対応しております。  

 ここに、平成 21 年 12 月 4 日の法施行から平成 31 年 3 月 31 日までの取り

組み状況についてお知らせいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞  

長崎三菱信用組合  事業管理本部  

095－ 861－ 4161 
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（別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

〔債務者が中小企業者である場合〕                                                    
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（別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
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（別表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
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（別表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
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